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～～従業員に住宅手当を支給している中小企業等を支援します ～～ 

申請期間 

令和８年５月１１日（月）～ 令和９年３月３１日（水）必着 

※先着順、予算がなくなり次第終了となります。 

 

補助の概要 

補助対象経費 日立市在住の従業員に対して支給した住宅手当 

補助対象者 次に掲げる全ての事項に該当する者 

(1) 本市内に事業所等を有する、個人事業主又は民法第33条及び34条に定める法人（国、地方

公共団体、独立行政法人、特殊法人、認可法人、特別認可法人、その他これらに類する法人、

大企業及びみなし大企業※は除く。） 

 ※みなし大企業の定義は次のとおり 

 ア 発行済株式の総数又は出資価格の総額の２分の１以上を同一の大企業が所有している中小

企業者 

 イ 発行済株式の総数又は出資価格の総額の３分の２以上を大企業が所有している中小企業者 

(2) 申請時点において、本市の市税に未納がない者 

(3) 日立市暴力団排除条例（平成 24年条例第１号）第２条各号に定める暴力団関係者でない者 

補 助 要 件  雇用する従業員※が居住している賃貸住宅賃料について、賃料の一部又は全部を毎月負担してい

ること。 

※雇用する従業員とは、次の条件をいずれも満たす者をいう。 

・申請年度の前年度の１月１日時点で29歳以下（平成８年１月２日以降に出生）であり、申請時

点で日立市に住民登録があること 

・雇用保険法（昭和49年法律第 116条）第４条第１項に規定する被保険者のうち雇用期間の限定 

がなく事業主に正規雇用で雇われた者で、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善 

等に関する法律（平成５年法律第 76号）第２条第１項に規定する短時間労働者でないこと 

・令和７年度に実施した本事業で、対象従業員でなかったこと 

補 助 対 象 

事 業 期 間 

令和８年１月１日から令和８年１２月３１日まで 

※補助対象経費として算入できる経費は、支払いが令和９年３月３１日までに完了するものに限る。 

補 助 率 補助対象経費の１０分の１０（千円未満切捨て） 

補助限度額 １社当たり２４０千円 （２０千円／月） 

※年度内１回限り申請可、加算要件あり 

加 算 補助要件に係る従業員が、次の条件をいずれも満たす場合、一人につき補助限度額に５千円／月を

加算する。 

 ・補助対象者による雇用に伴い、市外の前住所地から市内に移住していること 

 ・補助申請時点で市内に住民登録されてから１年未満であること 

 ・補助対象者の経営を担う職務を務めている者（代表者等）の２親等以内の親族ではないこと 

 ・日本国籍を有すること 
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対象となる事業期間及び経費支払期間 

 

 

 

令和８年１月                            １２月        令和９年３月  

                                       募集締切 

申請に必要な書類 

事業完了前に申請する場合 事業完了後に申請する場合 

■ 補助金交付申請書（様式第１号） 

■ 事業計画書（様式第２号） 

■ 従業員情報申告書（様式第４号） 

■ 対象従業員が市内在住であることが確認できる書類

（マイナンバーカード表面の写し、運転免許証の写

し等。ただし、加算の対象である場合は、住民票の

写しを原則とする。） 

■ 雇用契約が確認できる書類（雇用契約書の写し等） 

■ 対象従業員が雇用保険に加入していることが確認で

きる書類（雇用保険被保険者資格取得等確認通知書

の写し等） 

■ 申請者が賃料の負担をしたことが確認できる書類

（給与明細書の写し等） 

■ その他市長が必要と認める書類 

※事業完了後に実績報告書（様式第８号）及び事業報告

書（様式第３号）を提出していただきます。 

■ 補助金交付申請書（様式第１号） 

■ 事業報告書（様式第３号） 

■ 従業員情報申告書（様式第４号） 

■ 対象従業員が市内在住であることが確認できる書

類（マイナンバーカード表面の写し、運転免許証の

写し等。ただし、加算の対象である場合は、住民票

の写しを原則とする） 

■ 雇用契約が確認できる書類（雇用契約書の写し等） 

■ 対象従業員が雇用保険に加入していることが確認

できる書類（雇用保険被保険者資格取得等確認通知

書の写し） 

■ 申請者が賃料の負担をしたことが確認できる書類

（給与明細書の写し等） 

■ その他市長が必要と認める書類 

補助事業の流れ 

 

 

申請に関する注意事項 

１ 国、県及び支援機関等が補助する他の制度（助成金、補助金、委託費等）の対象経費との重複はできません。 

２ 補助対象要件を確認するため、本事業の担当職員が申請者の市税の滞納状況を閲覧及び確認させていただき

ます。 

３ 本市の産業振興施策の効果検証及び分析等のため、申請内容を利用することがあります。 

４ 補助事業の実績等を確認するため、事業完了後のフォローアップ調査等を依頼する場合があります。 

お問い合わせ及び申請書提出先 

日立市 産業経済部 商工振興課 雇用労働対策室 

〒317-8601 日立市助川町 1-1-1 

電話 ： 0294-22-3111（内線 429、407） IP ： 050-5528-5104 

Eメール：koyo@city.hitachi.lg.jp 

HP ： https://www.city.hitachi.lg.jp/sangyo_business/koyo_shugyo_shien/1008016.html 

 

経費対象期間 

 

申

請

者 

日

立

市 

１ 交付申請 

 ２ 審査手続

き 

 

３ 交付決定 

 

４ 事業の実施 

５ 経費の支払い 

 

７ 補助金お振込み 

 

 

６ 実績報告 

 ※４及び５が１の前

であっても申請可 

mailto:koyo@city.hitachi.lg.jp

